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令和５年３月２２日 

 

指名停止の実施について（通知） 

 

下記のとおり期間を定め指名停止を実施しますので通知します。  

 

記 

１ ． 指 名 停 止 業 者  

① 五 洋 建 設 株 式 会 社  代 表 取 締 役 社 長  清 水  琢 三  

 （ 東 京 都 文 京 区 後 楽 ２ － ２ － ８ ）  

② 水 道 機 工 株 式 会 社  代 表 取 締 役  古 川  徹  

（ 東 京 都 世 田 谷 区 桜 丘 ５ － ４ ８ － １ ６ ）  

③ 株 式 会 社 水 機 テ ク ノ ス  代 表 取 締 役  原  毅  

（ 東 京 都 世 田 谷 区 桜 丘 ５ － ４ ８ － １ ６ ）  

 

２ ． 指 名 停 止 の 期 間  

 ①   令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ３ 日  ～  令 和 ５ 年 ４ 月 ２ ２ 日 （ １ か 月 ）  

② 、 ③ 令 和 ５ 年 ３ 月 ２ ３ 日  ～  令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ２ 日 （ ２ か 月 ）  

 

３ ． 指 名 停 止 理 由  

① の 事 業 者 は 、西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 が 発 注 し た「 新 名 神 高 速 道

路 大 津 ジ ャ ン ク シ ョ ン 東 工 事 」に お い て 、同 社 の 従 業 員 が 令 和 ３ 年 ７

月 ９ 日 に 作 業 員 が 負 傷 し た こ と に つ い て 、令 和 ３ 年 ８ 月 １ ９ 日 に 至 る

ま で 大 津 労 働 基 準 監 督 署 長 へ 報 告 し な か っ た と し て 令 和 ４ 年 １ ２ 月

２ ２ 日 、労 働 安 全 衛 生 法 の 罪 で 、大 津 簡 易 裁 判 所 か ら 罰 金 刑 の 略 式 命

令 を 受 け た た め 。  

② の 事 業 者 は 、建 設 業 法 第 １ ５ 条 第 ２ 号 の 規 定 に 違 反 し て 、資 格 要

件 を 満 た さ な い 者 を 営 業 所 の 専 任 技 術 者 と し て 配 置 し 、ま た 、同 法 第

２ ６ 条 の 規 定 に 違 反 し て 、資 格 要 件 を 満 た さ な い 者 を 主 任 技 術 者 及 び

監 理 技 術 者 と し て 工 事 現 場 に 配 置 し て い た 。さ ら に 、経 営 事 項 審 査 に

お い て 、虚 偽 の 申 請（ 資 格 要 件 を 満 た さ な い 者 を 技 術 職 員 名 簿 に 記 載 ） 

を 行 う こ と に よ り 得 た 経 営 事 項 審 査 結 果 を 公 共 工 事 の 発 注 者 に 提 出  
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し 、発 注 者 が そ の 結 果 を 資 格 審 査 に 用 い た 。こ れ ら の こ と が 、同 法 第

２ ８ 条 第 １ 項 本 文 及 び 同 項 第 ２ 号 に 該 当 す る と し て 、令 和 ５ 年 ２ 月 １

０ 日 、国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 か ら 指 示 処 分 及 び 営 業 停 止 処 分 を 受

け た た め 。  

③ の 事 業 者 は 、建 設 業 法 第 １ ５ 条 第 ２ 号 の 規 定 に 違 反 し て 、資 格 要

件 を 満 た さ な い 者 を 営 業 所 の 専 任 技 術 者 と し て 配 置 し 、ま た 、同 法 第

２ ６ 条 の 規 定 に 違 反 し て 、資 格 要 件 を 満 た さ な い 者 を 監 理 技 術 者 と し

て 工 事 現 場 に 配 置 し て い た 。さ ら に 、経 営 事 項 審 査 に お い て 、虚 偽 の

申 請（ 資 格 要 件 を 満 た さ な い 者 を 技 術 職 員 名 簿 に 記 載 ）を 行 う こ と に

よ り 得 た 経 営 事 項 審 査 結 果 を 公 共 工 事 の 発 注 者 に 提 出 し 、発 注 者 が そ

の 結 果 を 資 格 審 査 に 用 い た 。こ れ ら の こ と が 、同 法 第 ２ ８ 条 第 １ 項 本

文 及 び 同 項 第 ２ 号 に 該 当 す る と し て 、令 和 ５ 年 ２ 月 １ ０ 日 、国 土 交 通

省 関 東 地 方 整 備 局 か ら 指 示 処 分 及 び 営 業 停 止 処 分 を 受 け た た め 。  

 

４ ． 該 当 条 項 及 び 指 名 停 止 期 間  

① の 案 件 は 、 「 伊 万 里 市 建 設 工 事 等 請 負 契 約 に 係 る 指 名 停 止 等 措 置

要 領 」 別 表 第 ２ 第 １ ３ 号 （ 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 ） に 該 当 す る 為 、

指 名 停 止 期 間 は １ か 月 と す る 。  

② 、 ③ の 案 件 は 、 「 伊 万 里 市 建 設 工 事 等 請 負 契 約 に 係 る 指 名 停 止 等

措 置 要 領 」（ 以 下 「 要 領 」 と い う 。 ） 別 表 第 ２ 第 １ １ 号 （ 建 設 業 法 違

反 行 為 ）に 該 当 し 、１ か 月 以 上 ９ か 月 以 内 の 期 間 で 指 名 停 止 を 行 う こ

と と な り 、「 伊 万 里 市 建 設 工 事 等 請 負 契 約 に 係 る 指 名 停 止 等 措 置 基 準 」

（ 以 下 「 基 準 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 要 領 別 表 期 間 （ 短 期 ） の １ か 月

に 、基 準 第 ３ 条 第 ２ 項 第 ４ 号（ 建 設 業 法 に 規 定 す る 営 業 停 止 に 該 当 す

る と き ） の 加 算 期 間 １ か 月 を 加 算 し た ２ か 月 を 採 用 す る 。   

 

５ ． 発 注 実 績  

 ① 、 ② 、 ③ の 事 業 者 と も に 、 平 成 ２ ９ 年 度 か ら 令 和 ４ 年 度  実 績 な し  

 

問合先 総務部契約監理課  

担当 徳久  

TEL：0955－23－2176 


